
社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会高速カラー印刷機の納入、設置  仕様書 

 

１．業務の概要 

（１）内  容   高速カラー印刷機の納入、設置（リース・保守）及び既存印刷機の撤去 

 

（２）納入場所   大阪市東住吉区社会福祉協議会 3階 

（大阪市東住吉区田辺2-10-18）   

（３）納入期限   令和８年１月３０日（金）午後５時まで 

 

(４) 物  件   高速カラー印刷機（最新モデルかつ新造品。再生機は不可。契約期間の終了

まで部品供給が可能である機種とすること） 

           （参考機種）  

理想科学工業 オルフィス ＧＬ7430 

             オプション ＯＲスキャナー  ＨＳ７０００ 

  ＧＤオフセットステープル排紙トレイ 

  ＯＲ-PostScriptキット 

  FU排紙台 

 

（５）台  数   １台（一式） 

 

（６）規  格   ①高速カラー印刷機 

（スキャナー・オフセットステープル排紙トレイ含む）一式 

        ②プリント解像度：ブラック：600dpi×600dpi 

その他  ：300dpi×300dpi 

③プリント速度：Ａ４ 横 片面 140枚／分以上 

Ａ４ 縦 片面 108枚／分以上 

Ａ３ 縦 片面 78枚／分以上 

※両面の場合は、各々1/2程度の枚数 

④用紙サイズ：最大 Ａ３～最小ハガキサイズ 

⑤給紙：給紙トレイ数 ３以上（各500枚以上格納） 

⑥フィニッシャー：ステープル機能、オフセット機能を有すること 

        ⑦ステープル：可能枚数 Ａ４普通紙 最大 50枚以上 

                 1カ所打ち及び 2 カ所打ち可能 

        ⑧フォーム合成機能を有すること 

        ⑨ＵＳＢメモリ内のＰＤＦファイルをダイレクトに印刷できること 

⑩スタンプ機能(コピー時に日付・ページ同時印字が可能なこと) 

⑪追加コピー機能(終了ジョブなどの再出力が可能なこと) 

⑫スキャナー：原稿自動送り装置付き 

                 カラー、モノクロ、オートを選択可能なこと 

                 解像度 最大 600dpi 以上 

        ⑬コピー：出力解像度 300dpi×300dpi 以上 

ズーム機能 最小 50 以下 最大 200 以上 



ファーストコピータイム 5秒以下 

          ⑭モノクロのランニングコストがA4 0.9円以下であること。 

          （測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711に基づ                  

           く算出方法によって算出した値） 

          ⑮フルカラーのランニングコストがA4 3.0円以下であること。 

          （測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/ICE24711に基づ 

           く算出方法によって算出した値） 

          ⑯オプションを含めた機器の大きさが幅200㎝×奥行130㎝×高さ140㎝以内で

あること 

 

（７）設置・調整  搬入場所は、当協議会の指定された場所に搬入し、設置・機器が正常に

作動するよう調整を行うこと。パソコン接続なし。 

 

（８）保守    平日9：00～17：30に問い合わせ窓口を設置し、契約期間中の機器の障害

時には、速やかに修理すること。受注者から指定インクを購入することに

より、本体及びオプションの保守（交換部品代も含む）の提供を受け、別

途費用は発生しないものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由に

より修理又は調整の必要が生じたときは、発注者は別途それに要する費用

を負担する。 

 

（９）入 札 額  入札額には以下のものを含めること 

  ①本体（オプション機器含） 

②本体に取り付ける初期消耗品（新品を取付け、必ず入札額に含めるこ

と） 

③搬入・設置・設定等の代金 

④既存印刷機の搬出・廃棄代金 

 

  （１０）添付書類  ①インクキット料金表 

②見積明細書（本体価格、オプション価格、初期消耗品費、搬入・設置に

係る費用等、入札額の内訳が分かる明細書） 

＊上記とは別に、パンフレットなど機器の仕様が確認できるものをご持参

ください。 

 

２．一般的事項 

 （１）納入後、速やかに職員対象の取扱説明会を実施すること。 

（２）物品に関する日本語マニュアルは、付属または別売りにかかわらず必ず納入すること

（３）本件は、一般競争入札により落札者を決定する。 

 （４）本業務の全部または主たる部分を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。 

 （５）本仕様書に規定されていない事項または解釈に疑義のある事項については、本会指定期日

までに担当者に確認し、承認を得ておくこと。 

３．その他 

（１）契約者は，履行期限内に円滑に事務が進められるよう，十分な体制で臨むこと。 


